
 

別紙１  

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（ 訪問通所サービス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分） 及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する 基準の制定に伴う 実施上の留意事項について（ 平成12年３ 月１ 日老企第36号） （ 抄）   

1 

新 旧 

第１  届出手続の運用 

１  届出の受理 

⑴～⑷ （ 略）  

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（ 算定さ れる単位数が増えるも のに限る。 以下同じ 。）

については、 適正な支給限度額管理のため、 利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から 、 届出が毎月 15 日以前になさ れた

場合には翌月から 、 16 日以降になさ れた場合には翌々月から 、 算定を開始

するも のと するこ と 。  

ただし 、 令和３ 年４ 月から 算定を開始する加算等の届出については、 前

記にかかわら ず、 同年４ 月１ 日以前になさ れていれば足り るも のと する。  

 

２ ～６  （ 略）  

第１  届出手続の運用 

１  届出の受理 

⑴～⑷ （ 略）  

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（ 算定さ れる単位数が増えるも のに限る。 以下同じ 。）

については、 適正な支給限度額管理のため、 利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から 、 届出が毎月 15 日以前になさ れた

場合には翌月から 、 16 日以降になさ れた場合には翌々月から 、 算定を開始

するも のと するこ と 。  

ただし 、 平成 30 年４ 月から 算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわら ず、 同年４ 月１ 日以前になさ れていれば足り る も のと す

る。  

２ ～６  （ 略）  

第２  居宅サービス単位数表（ 訪問介護費から 通所リ ハビリ テーショ ン費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る 。） に関する事項 

１  通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、 基本と なる単位数に加減算の計算（ 何ら か

の割合を 乗ずる 計算に限る 。） を 行う 度に、 小数点以下の端数処理（ 四

捨五入） を行っ ていく こ と と する。 つまり 、 絶えず整数値に割合を乗じ

ていく 計算になる。  

こ の計算の後、 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（ 令和３ 年厚生労働省告示第 73 号） 附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う 場合も 、 小数点以下の端数処理（ 四

捨五入） を行う が、 小数点以下の端数処理の結果、 上乗せさ れる単位数

が１ 単位に満たない場合は、 １ 単位に切り 上げて算定する。  

ただし 、 特別地域加算等の支給限度額管理対象外と なる加算や事業所

と 同一建物の利用者又はこ れ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う 場合の減算を算定する場合等については、 対象と なる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じ て、 当該加減算の単位数を算定するこ と

と する。  

第２  居宅サービス単位数表（ 訪問介護費から 通所リ ハビリ テーショ ン費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。） に関する事項 

１  通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、 基本と なる単位数に加減算の計算（ 何ら か

の割合を 乗ずる 計算に限る 。） を 行う 度に、 小数点以下の端数処理（ 四

捨五入） を行っ ていく こ と と する。 つまり 、 絶えず整数値に割合を乗じ

ていく 計算になる。  

 

 

 

 

 

ただし 、 特別地域加算等の支給限度額管理対象外と なる加算や事業所

と 同一建物の利用者又はこ れ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う 場合の減算を算定する場合については、 対象と なる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じ て、 当該加減算の単位数を算定するこ と と

する。  
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限り 、１ 日につき 所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数が減算さ れる

こ と を説明し た上で、 当該計画の同意を得るよう 留意するこ と 。  

⒂ （ 略）  ⒂ （ 略）  

⒃ 栄養アセスメ ント 加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒂を参照さ れたい。  

（ 新設）  

⒄ 栄養改善加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒃を参照さ れたい。  

⒅ 口腔・ 栄養スク リ ーニング加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒄を参照さ れたい。  

⒆ 口腔機能向上加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒅を参照さ れたい。  

⒃ 栄養改善加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒂を参照さ れたい。  

⒄ 栄養スク リ ーニング加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒃を参照さ れたい。  

⒅ 口腔機能向上加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒄を参照さ れたい。  

⒇・ ( 21)  （ 略）  ⒆・ ⒇ （ 略）  

( 22) 科学的介護推進体制加算について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒆を参照さ れたい。  

（ 新設）  

( 23)  事業所と 同一の建物に居住する 利用者又は同一建物から 通う 利用者に

通所介護を行う 場合の取扱い 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒇を参照さ れたい。  

( 21)  事業所と 同一の建物に居住する 利用者又は同一建物から 通う 利用者に

通所介護を行う 場合の取扱い 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒅を参照さ れたい。  

( 24) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら 通う 場合、 利用者の家族等が送迎を行う 場合など事業者が

送迎を実施し ていない場合は、 片道につき 減算の対象と なる。 ただし 、 注

21 の減算の対象と なっ ている場合には、 当該減算の対象と はなら ない。  

( 22) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら 通う 場合、 利用者の家族等が送迎を行う 場合など事業者が

送迎を実施し ていない場合は、 片道につき 減算の対象と なる。 ただし 、 注

19 の減算の対象と なっ ている場合には、 当該減算の対象と はなら ない。  

( 25) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ( 22)を参照さ れたい。  

( 23) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と 同様であるので、 ７ ⒇を参照さ れたい。  

( 26) （ 略）  ( 24) （ 略）  

( 27) 移行支援加算について 

（ 略）  

( 25) 社会参加支援加算について 

（ 略）  

( 28) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と 同様であるので３ ⑼④から ⑧までを参照さ れたい。  

 

② （ 略）  

( 26) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と 同様であるので３ ⑺④から ⑥まで、 並びに指定訪問看

護と 同様であるので４ ( 25)②及び③を参照さ れたい。  

② （ 略）  

( 29)～( 31)  （ 略）  ( 27)～( 29) （ 略）  

９  （ 略）  ９  （ 略）  

第３  居宅介護支援費に関する事項 

 １ ～４  （ 略）  

第３  居宅介護支援費に関する事項 

１ ～４  （ 略）  
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５  サービス利用票を作成し た月において利用実績のない場合 

サービ ス利用票の作成が行われなかっ た月及びサービ ス利用票を 作成し

た月においても 利用実績のない月については、 給付管理票を作成でき ないた

め、 居宅介護支援費は請求でき ない。 ただし 、 病院若し く は診療所又は地域

密着型介護老人福祉施設若し く は介護保険施設（ 以下「 病院等」 と いう 。） か

ら 退院又は退所する者等であっ て、 医師が一般に認めら れている医学的知見

に基づき 回復の見込みがないと 診断し た利用者については、 当該利用者に対

し てモニタ リ ング等の必要なケアマネジメ ント を行い、 給付管理票の作成な

ど、 請求にあたっ て必要な書類の整備を行っ ている場合は請求するこ と がで

き る。なお、その際は居宅介護支援費を算定し た旨を適切に説明でき るよう 、

個々のケアプラ ン等において記録を残し つつ、居宅介護支援事業所において、

それら の書類等を管理し ておく こ と 。  

６  居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注３ の「 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」 については、 大

臣基準告示第 82 号に規定するこ と と し たと こ ろであるが、 より 具体的には

次のいずれかに該当する場合に減算さ れる。  

こ れは適正なサービスの提供を確保するためのも のであり 、 運営基準に係

る規定を遵守するよう 努めるも のと する。 市町村長（ 特別区の区長を含む。

以下こ の第３ において同じ 。） は、 当該規定を遵守し ない事業所に対し ては、

遵守するよう 指導するこ と 。 当該指導に従わない場合には、 特別な事情があ

る場合を除き 、 指定の取消し を検討するも のと する。  

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し 、 あら かじ め利用者に対し て、  

・  利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう 求めるこ と

ができ るこ と  

・  利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めるこ と ができるこ と  

・  前６ 月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成さ れた居宅サー

ビス計画の総数のう ちに訪問介護、 通所介護、 福祉用具貸与及び地域密

着型通所介護（ 以下⑴において「 訪問介護等」 と いう 。） がそれぞれ位

置付けら れた居宅サービ ス計画の数が占める 割合及び前６ 月間に当該

指定居宅介護支援事業所において作成さ れた居宅サービ ス計画に位置

付けら れた訪問介護等ご と の回数のう ち に同一の指定居宅サービ ス事

業者又は指定地域密着型サービ ス事業者によ っ て提供さ れたも のが占

める割合 

５  サービス利用票を作成し た月において利用実績のない場合 

サービ ス利用票の作成が行われなかっ た月及びサービ ス利用票を 作成し

た月においても 利用実績のない月については、 給付管理票を作成でき ないた

め、 居宅介護支援費は請求でき ない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

６  居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注２ の「 別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」 については、 大

臣基準告示第 82 号に規定するこ と と し たと こ ろ であるが、 より 具体的には

次のいずれかに該当する場合に減算さ れる。  

こ れは適正なサービスの提供を確保するためのも のであり 、 運営基準に係

る規定を遵守するよう 努めるも のと する。 市町村長（ 特別区の区長を含む。

以下こ の第３ において同じ 。） は、 当該規定を遵守し ない事業所に対し ては、

遵守するよう 指導するこ と 。 当該指導に従わない場合には、 特別な事情があ

る場合を除き 、 指定の取消し を検討するも のと する。  

⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し 、 あら かじ め利用者に対し て、  

・  利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう 求めるこ と

ができるこ と  

・  利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めるこ と ができ るこ と  

（ 新設）  
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について文書を交付し て説明を行っ ていない場合には、 契約月から 当該状

態が解消さ れるに至っ た月の前月まで減算する。  

 ⑵～⑷  （ 略）  

７  基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費( ⅰ)、 居宅介護支援費( ⅱ)、 居宅介護支援費( ⅲ)を

区分するための取扱件数の算定方法は、 当該指定居宅介護支援事業所全体

の利用者（ 月末に給付管理を行っ ている者をいう 。） の総数に指定介護予防

支援事業者から 委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（ 120 条告示

に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用

者を除く 。）の数に２ 分の１ を乗じ た数を加えた数を当該事業所の常勤換算

方法により 算定し た介護支援専門員の員数で除し て得た数と する。  

⑵ 情報通信機器（ 人工知能関連技術を含む） の活用 

情報通信機器（ 人工知能関連技術を含む） については、 当該事業所の介

護支援専門員が行う 指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務

等の負担軽減や効率化に資するも のと するが、 具体的には、 例えば、  

・  当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャ ッ ト 機能のアプリ ケ

ーショ ンを備えたスマート フ ォ ン 

・  訪問記録を随時記載でき る機能（ 音声入力も 可） のソ フ ト ウエアを組

み込んだタ ブレ ッ ト  

等と する。  

こ の際、 個人情報保護委員会・ 厚生労働省「 医療・ 介護関係事業者にお

ける 個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダンス」、 厚生労働省「 医療情

報システムの安全管理に関するガイ ド ラ イ ン」 等を遵守するこ と 。  

⑶ 事務職員の配置 

事務職員については、 当該事業所の介護支援専門員が行う 指定居宅介護

支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職

員と する が、 その勤務形態は常勤の者でなく ても 差し 支えない。 なお、 当

該事業所内の配置に限ら ず、 同一法人内の配置でも 認めら れる が、 常勤換

算で介護支援専門員１ 人あたり 、 １ 月 24 時間以上の勤務を必要と する。  

⑷ 居宅介護支援費の割り 当て 

居宅介護支援費( ⅰ)、 ( ⅱ)又は( ⅲ)の利用者ごと の割り 当てに当たっ ては、 利

用者の契約日が古いも のから 順に、 １ 件目から 39 件目（ 常勤換算方法で

１ を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっ ては、40 にその数を乗じ

について文書を交付し て説明を行っ ていない場合には、 契約月から 当該状

態が解消さ れるに至っ た月の前月まで減算する。  

⑵～⑷  （ 略）  

７  基本単位の取扱いについて 

⑴ 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費( Ⅰ)、 居宅介護支援費( Ⅱ)、 居宅介護支援費( Ⅲ)を

区分するための取扱件数の算定方法は、 当該指定居宅介護支援事業所全体

の利用者（ 月末に給付管理を行っ ている者をいう 。） の総数に指定介護予防

支援事業者から 委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（ 120 条告示

に規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用

者を除く 。）の数に２ 分の１ を乗じ た数を加えた数を当該事業所の常勤換算

方法により 算定し た介護支援専門員の員数で除し て得た数と する。  

（ 新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新設）  

 

 

 

 

 

⑵ 居宅介護支援費の割り 当て 

居宅介護支援費( Ⅰ)、 ( Ⅱ)又は( Ⅲ)の利用者ごと の割り 当てに当たっ ては、 利

用者の契約日が古いも のから 順に、 １ 件目から 39 件目（ 常勤換算方法で

１ を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっ ては、40 にその数を乗じ
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た数から １ を減じ た件数まで） については居宅介護支援費( ⅰ)を算定し 、 40

件目（ 常勤換算方法で１ を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっ て

は、 40 にその数を乗じ た件数） 以降については、 取扱件数に応じ 、 それぞ

れ居宅介護支援費( ⅱ)又は( ⅲ)を算定するこ と 。  

ただし 、 居宅介護支援費( Ⅱ)を算定する場合は、「 39 件目」 を「 44 件目」

と 、「 40」 を「 45」 と 読み替える。  

８  注５ について 

  （ 略）  

９  （ 略）  

10 特定事業所集中減算について 

⑴ 判定期間と 減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２ 回、次の判定期間における当該事業所

において作成さ れた居宅サービス計画を対象と し 、減算の要件に該当し た

場合は、 次に掲げると こ ろ に従い、 当該事業所が実施する減算適用期間の

居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。  

① （ 略）  

② 判定期間が後期（ ９ 月１ 日から ２ 月末日） の場合は、 減算適用期間を

４ 月１ 日から ９ 月 30 日までと する。  

 

 

 

 

 

⑵～⑷ （ 略）   

11 特定事業所加算について 

⑴ 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、

専門性の高い人材の確保、 質の高いケアマネジメ ント を実施し ている事業

所を評価し 、 地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメ ント の質の

向上に資するこ と を目的と するも のである。  

 

⑵ 基本的取扱方針 

特定事業所加算( Ⅰ)、 ( Ⅱ)、 ( Ⅲ)又は( Ａ )の対象と なる事業所については、  

・ 公正中立性を確保し 、 サービス提供主体から も 実質的に独立し た事業所

た数から １ を減じ た件数まで） については居宅介護支援費( Ⅰ)を算定し 、 40

件目（ 常勤換算方法で１ を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっ て

は、 40 にその数を乗じ た件数） 以降については、 取扱件数に応じ 、 それぞ

れ居宅介護支援費( Ⅱ)又は( Ⅲ)を算定するこ と 。  

 

 

８  注４ について 

  （ 略）  

９  （ 略）  

10 特定事業所集中減算について 

⑴ 判定期間と 減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、 毎年度２ 回、 次の判定期間における当該事業所

において作成さ れた居宅サービス計画を対象と し 、減算の要件に該当し た

場合は、 次に掲げると こ ろ に従い、 当該事業所が実施する減算適用期間の

居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。  

① （ 略）  

② 判定期間が後期（ ９ 月１ 日から ２ 月末日） の場合は、 減算適用期間を

４ 月１ 日から ９ 月 30 日までと する。  

なお、大臣基準告示において第 83 号の規定は平成 30 年４ 月１ 日から 適

用すると し ているが、 具体的には、 ①の期間（ 平成 30 年度においては、

４ 月１ 日から ８ 月末日） において作成さ れた居宅サービス計画の判定から

適用するも のであり 、 減算については、 同年 10 月１ 日から の居宅介護支

援から 適用するも のである。  

⑵～⑷ （ 略）  

 11 特定事業所加算について 

⑴ 趣旨 

  特定事業所加算制度は、 中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応

や、 専門性の高い人材の確保、 医療・ 介護連携への積極的な取組等を総合

的に実施する こ と によ り 質の高いケアマネジメ ン ト を 実施し ている 事業

所を評価し 、 地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメ ント の質の

向上に資するこ と を目的と するも のである。  

⑵ 基本的取扱方針 

特定事業所加算( Ⅰ)、 ( Ⅱ)又は( Ⅲ)の対象と なる事業所については、  

・ 公正中立性を確保し 、 サービス提供主体から も 実質的に独立し た事業所
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であるこ と  

・ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置さ れ、 ど

のよう な支援困難ケースでも 適切に処理できる体制が整備さ れている、

いわばモデル的な居宅介護支援事業所であるこ と  

が必要と なる。  

 

 

本制度については、 こ う し た基本的な取扱方針を十分に踏まえ、 ⑴に掲

げる趣旨に合致し た適切な運用を図ら れるよう 留意さ れたい。  

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、 次に定める

と こ ろ によるこ と 。  

①・ ② （ 略）  

③ ⑶関係 

「 利用者に関する 情報又はサービ ス提供に当たっ ての留意事項に係

る伝達等を目的と し た会議」 は、 次の要件を満たすも のでなければなら

ないこ と 。  

ア・ イ  （ 略）  

ウ 「 定期的」 と は、 おおむね週１ 回以上であるこ と 。  

また、 会議は、 テレビ電話装置等を活用し て行う こ と ができ るも のと

する。 こ の際、 個人情報保護委員会・ 厚生労働省「 医療・ 介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ ダン ス」、 厚生労働省

「 医療情報システムの安全管理に関するガイ ド ラ イ ン」 等を遵守するこ

と 。  

④ ⑷関係 

24 時間連絡可能な体制と は、 常時、 担当者が携帯電話等により 連絡を

取るこ と ができ 、 必要に応じ て相談に応じ るこ と が可能な体制をと る必

要があるこ と を言う も のであり 、 当該事業所の介護支援専門員が輪番制

による対応等も 可能であるこ と 。  

なお、 特定事業所加算( Ａ )を算定する事業所については、 携帯電話等の

転送による対応等も 可能であるが、 連携先事業所の利用者に関する情報

を共有するこ と から 、 指定居宅介護支援等基準第 23 条の規定の遵守と

と も に、 利用者又はその家族に対し 、 当該加算算定事業所である旨及び

その内容が理解できるよう 説明を行い、 同意を得るこ と 。  

であるこ と  

・ 常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置さ れ、 ど

のよう な支援困難ケースでも 適切に処理できる体制が整備さ れている、

いわばモデル的な居宅介護支援事業所であるこ と  

が必要と なるも のであり 、 こ れら に加えて、 特定事業所加算( Ⅳ)の対象と な

る事業所においては、 日頃から 医療機関等と の連携に関する取組をより 積

極的に行う 事業所であるこ と が必要と なる。  

本制度については、 こ う し た基本的な取扱方針を十分に踏まえ、 ⑴に掲

げる趣旨に合致し た適切な運用を図ら れるよう 留意さ れたい。  

⑶ 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第 84 号に規定する各要件の取扱については、 次に定める

と こ ろ によるこ と 。  

①・ ② ( 略)  

③ ⑶関係 

「 利用者に関する 情報又はサービ ス提供に当たっ ての留意事項に係

る伝達等を目的と し た会議」 は、 次の要件を満たすも のでなければなら

ないこ と 。  

ア・ イ  （ 略）  

ウ 「 定期的」 と は、 おおむね週１ 回以上であるこ と 。  

 

 

 

 

 

④ ⑷関係 

24 時間連絡可能な体制と は、 常時、 担当者が携帯電話等により 連絡を

取るこ と ができ 、 必要に応じ て相談に応じ るこ と が可能な体制をと る必

要があるこ と を言う も のであり 、 当該事業所の介護支援専門員が輪番制

による対応等も 可能であるこ と 。  
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⑤ （ 略）  

⑥ ⑹関係 

「 計画的に研修を実施し ているこ と 」 については、 当該事業所におけ

る 介護支援専門員の資質向上のための研修体系と 当該研修実施のため

の勤務体制の確保を定めると と も に、 介護支援専門員について個別具体

的な研修の目標、 内容、 研修期間、 実施時期等について、 毎年度少なく

と も 次年度が始ま る までに次年度の計画を 定めなければなら ない。 ま

た、 管理者は、 研修目標の達成状況について、 適宜、 確認し 、 必要に応

じ て改善措置を講じ なければなら ないこ と 。 なお、 年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっ ては、 当該届出を行う までに当該計画を策定

すればよいこ と 。  

なお、 特定事業所加算( Ａ )を算定する事業所については、 連携先事業所

と の共同開催による研修実施も 可能である。  

⑦・ ⑧ （ 略）  

⑨ ⑽関係 

取り 扱う 利用者数については、 原則と し て事業所単位で平均し て介護

支援専門員１ 名当たり 40 名未満（ 居宅介護支援費( Ⅱ)を算定し ている場

合は 45 名未満） であれば差し 支えないこ と と するが、 ただし 、 不当に

特定の者に偏るなど、 適切なケアマネジメ ント に支障がでるこ と がない

よう 配慮し なければなら ないこ と 。  

   ⑩ ⑾関係 

協力及び協力体制と は、 現に研修における実習等の受入が行われてい

るこ と に限ら ず、受入が可能な体制が整っ ているこ と をいう 。そのため、

当該指定居宅介護支援事業所は、 研修の実施主体と の間で実習等の受入

を行う こ と に同意し ているこ と を 、 書面等によっ て提示できるよう にす

るこ と 。  

なお、 特定事業所加算( Ａ )を算定する事業所については、 連携先事業所

と の共同による協力及び協力体制も 可能である。  

   ⑪ ⑿関係 

特定事業所加算算定事業所は、 質の高いケアマネジメ ント を実施する

事業所と し て、 地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメ ント の

質の向上を牽引する立場にあるこ と から 、 同一法人内に留まら ず、 他の

法人が運営する事業所の職員も 参画し た事例検討会等の取組を 、 自ら 率

先し て実施し ていかなければなら ない。 なお、 事例検討会等の内容、 実

⑤ （ 略）  

⑥ ⑹関係 

「 計画的に研修を実施し ているこ と 」 については、 当該事業所におけ

る 介護支援専門員の資質向上のための研修体系と 当該研修実施のため

の勤務体制の確保を定めると と も に、 介護支援専門員について個別具体

的な研修の目標、 内容、 研修期間、 実施時期等について、 毎年度少なく

と も 次年度が始ま る までに次年度の計画を 定めなければなら ない。 ま

た、 管理者は、 研修目標の達成状況について、 適宜、 確認し 、 必要に応

じ て改善措置を講じ なければなら ないこ と 。 なお、 年度の途中で加算取

得の届出をする場合にあっ ては、 当該届出を行う までに当該計画を策定

すればよいこ と 。  

 

 

⑦・ ⑧ （ 略）  

⑨ ⑽関係 

取り 扱う 利用者数については、 原則と し て事業所単位で平均し て介護

支援専門員１ 名当たり 40 名未満であれば差し 支えないこ と と するが、

ただし 、 不当に特定の者に偏るなど、 適切なケアマネジメ ント に支障が

でるこ と がないよう 配慮し なければなら ないこ と 。  

 

   ⑩ ⑾関係 

協力及び協力体制と は、 現に研修における実習等の受入が行われてい

るこ と に限ら ず、受入が可能な体制が整っ ているこ と をいう 。そのため、

当該指定居宅介護支援事業所は、 研修の実施主体と の間で実習等の受入

を行う こ と に同意し ているこ と を 、 書面等によっ て提示でき るよう にす

るこ と 。  

 

 

   ⑪ ⑿関係 

特定事業所加算算定事業所は、 質の高いケアマネジメ ント を実施する

事業所と し て、 地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメ ント の

質の向上を牽引する立場にあるこ と から 、 同一法人内に留まら ず、 他の

法人が運営する事業所の職員も 参画し た事例検討会等の取組を、 自ら 率

先し て実施し ていかなければなら ない。 なお、 事例検討会等の内容、 実
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施時期、 共同で実施する他事業所等について、 毎年度少なく と も 次年度

が始まるまでに次年度の計画を定めなければなら ない。 なお、 年度の途

中で加算取得の届出をする場合にあっ ては、 当該届出を行う までに当該

計画を策定するこ と 。  

なお、 特定事業所加算( Ａ )を算定する事業所については、 連携先事業所

と の協力による研修会等の実施も 可能である。  

⑫ ⒀関係 

多様な主体によ り 提供さ れる 利用者の日常生活全般を 支援する サー

ビスと は、 介護給付等対象サービス（ 介護保険法第 24 条第２ 項に規定

する介護給付等対象サービ スをいう 。） 以外の保健医療サービス又は福

祉サービス、 当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等のこ

と をいう 。  

⑬・ ⑭ （ 略）  

（ 削る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 特定事業所加算( Ａ )について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、 当該指定居宅介護支

援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職

務を兼務し ても 差し 支えないも のと する。  

施時期、 共同で実施する他事業所等について、 毎年度少なく と も 次年度

が始まるまでに次年度の計画を定めなければなら ない。 なお、 年度の途

中で加算取得の届出をする場合にあっ ては、 当該届出を行う までに当該

計画を策定するこ と 。  

 

 

   （ 新設）  

 

 

 

 

 

⑫・ ⑬ （ 略）  

⑭ 特定事業所加算( Ⅳ)について 

ア 退院・ 退所加算の算定実績について 

退院・ 退所加算の算定実績に係る要件については、 退院・ 退所加算

の算定回数ではなく 、 その算定に係る病院等と の連携回数が、 特定事

業所加算 ( Ⅳ)を 算定する 年度の前々年度の３ 月から 前年度の２ 月まで

の間において 35 回以上の場合に要件を満たすこ と と なる。  

イ  タ ーミ ナルケアマネジメ ント 加算の算定実績について 

タ ーミ ナルケアマネジメ ン ト 加算の算定実績に係る 要件について

は、 特定事業所加算( Ⅳ)を算定する年度の前々年度の３ 月から 前年度の

２ 月までの間において、 算定回数が５ 回以上の場合に要件をみたすこ

と と なる。  

ウ 特定事業所加算( Ⅰ)～( Ⅲ)の算定実績について 

特定事業所加算( Ⅳ)は、 質の高いケアマネジメ ント を提供する体制の

ある事業所が医療・ 介護連携に総合的に取り 組んでいる場合に評価を

行う も のであるから 、 他の要件を満たす場合であっ ても 、 特定事業所

加算( Ⅰ)、 ( Ⅱ)又は( Ⅲ)のいずれかを算定し ていない月は特定事業所加算( Ⅳ)

の算定はでき ない。  

（ 新設）  
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また、 常勤かつ専従の介護支援専門員１ 名並びに常勤換算方法で１ の

介護支援専門員と は別に、 主任介護支援専門員を置く 必要があるこ と 。

し たがっ て、 当該加算を算定する事業所においては、 少なく と も 主任介

護支援専門員及び介護支援専門員１ 名の合計２ 名を 常勤かつ専従で配

置すると と も に、 介護支援専門員を常勤換算方法で１ の合計３ 名を配置

する必要があるこ と 。  

こ の場合において、 当該常勤換算方法で１ の介護支援専門員は他の居

宅介護支援事業所（ 連携先事業所に限る 。） の職務と 兼務し ても 差し 支

えないが、 当該兼務に係る他の業務と の兼務については、 介護保険施設

に置かれた常勤専従の介護支援専門員と の兼務を除き 、差し 支えないも

のであり 、 当該他の業務と は必ずし も 指定居宅サービス事業の業務を指

すも のではない。  

⑯ （ 略）  

⑷ （ 略）  

12 特定事業所医療介護連携加算について 

⑴ 基本的取扱方針 

   当該加算の対象と なる事業所においては、 日頃から 医療機関等と の連携

に関する取組をより 積極的に行う 事業所であるこ と が必要と なる。  

 ⑵ 具体的運用方針 

ア 退院・ 退所加算の算定実績について 

退院・ 退所加算の算定実績に係る要件については、 退院・ 退所加算の

算定回数ではなく 、 その算定に係る病院等と の連携回数が、 特定事業所

医療介護連携加算を 算定する年度の前々年度の３ 月から 前年度の２ 月ま

での間において 35 回以上の場合に要件を満たすこ と と なる。  

イ  タ ーミ ナルケアマネジメ ント 加算の算定実績について 

タ ーミ ナルケアマネジメ ント 加算の算定実績に係る 要件については、

特定事業所医療介護連携加算を 算定する 年度の前々年度の３ 月から 前年

度の２ 月までの間において、 算定回数が５ 回以上の場合に要件を みたす

こ と と なる。  

ウ 特定事業所加算( Ⅰ)～( Ⅲ)の算定実績について 

特定事業所医療介護連携加算は、 質の高いケアマネジメ ン ト を 提供す

る体制のある 事業所が医療・ 介護連携に総合的に取り 組んでいる 場合に

評価を 行う も のであるから 、 他の要件を 満たす場合であっ ても 、 特定事

業所加算( Ⅰ)、 ( Ⅱ)又は( Ⅲ)のいずれかを 算定し ていない月は特定事業所医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ （ 略）  

⑷ （ 略）  

（ 新設）  
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介護連携加算の算定はでき ない。  

13 （ 略）   

14 退院・ 退所加算について 

⑴ （ 略）  

⑵ 算定区分について 

退院・ 退所加算については、 以下の①から ③の算定区分により 、 入院又

は入所期間中１ 回（ 医師等から の要請により 退院に向けた調整を行う ため

の面談に参加し 、 必要な情報を得た上で、 居宅サービス計画を作成し 、 居

宅サービ ス又は地域密着型サービ スの利用に関する 調整を 行っ た場合を

含む。） のみ算定する こ と ができ る 。 また、 面談は、 テレ ビ 電話装置等を

活用し て行う こ と ができ るも のと する。 ただし 、 利用者又はその家族（ 以

下こ の⑵において「 利用者等」 と いう 。） が参加する 場合にあっ ては、 テ

レ ビ 電話装置等の活用について当該利用者等の同意を 得なければなら な

い。 なお、 テレ ビ電話装置等の活用に当たっ ては、 個人情報保護委員会・

厚生労働省「 医療・ 介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイ ダンス」、 厚生労働省「 医療情報システムの安全管理に関するガ

イ ド ラ イ ン」 等を遵守するこ と 。  

①～③ （ 略）  

 

12 （ 略）  

13 退院・ 退所加算について 

⑴ （ 略）  

⑵ 算定区分について 

退院・ 退所加算については、 以下の①から ③の算定区分により 、 入院又

は入所期間中１ 回（ 医師等から の要請により 退院に向けた調整を行う ため

の面談に参加し 、 必要な情報を得た上で、 居宅サービス計画を作成し 、 居

宅サービ ス又は地域密着型サービ スの利用に関する 調整を 行っ た場合を

含む。） のみ算定するこ と ができ る。  

 

 

 

 

 

 

①～③ （ 略）  

⑶ その他の留意事項 

① ⑵に規定するカ ンフ ァ レンスは以下のと おり と する。  

イ  病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（ 平成 20 年厚生労働省告示第 59 号） 別表第一

医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２ の注３ の要件を満たし 、 退

院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ ては、 必要に応じ 、 福

祉用具専門相談員や居宅サービ スを 提供する 作業療法士等が参加す

るも の。  

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備及び運営に関する基準

（ 平成 18 年３ 月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下こ のロにおいて「 基

準」 と いう 。） 第 134 条第６ 項及び第７ 項に基づき、 入所者への援助

及び居宅介護支援事業者への情報提供等を 行う にあたり 実施さ れた

場合の会議。 ただし 、 基準第 131 条第１ 項に掲げる地域密着型介護老

人福祉施設に置く べき 従業者及び入所者又はその家族が参加する も

のに限る。 また、 退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっ て

⑶ その他の留意事項 

① ⑵に規定するカ ンフ ァ レ ンスは以下のと おり と する。  

イ  病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（ 平成 20 年厚生労働省告示第 59 号） 別表第一

医科診療報酬点数表の退院時共同指導料２ の注３ の要件を 満たすも

の。  

 

 

ロ  地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、 設備及び運営に関する基準

（ 平成 18 年３ 月 14 日厚生労働省令第 34 号。以下こ のロにおいて「 基

準」 と いう 。） 第 134 条第６ 項及び第７ 項に基づき、 入所者への援助

及び居宅介護支援事業者への情報提供等を 行う にあたり 実施さ れた

場合の会議。 ただし 、 基準第 131 条第１ 項に掲げる地域密着型介護老

人福祉施設に置く べき 従業者及び入所者又はその家族が参加する も

のに限る。  
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は、 必要に応じ 、 福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業

療法士等が参加するこ と 。  

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び運営に関する基準（ 平成 11

年３ 月 31 日厚生省令第 39 号。 以下こ のハにおいて「 基準」 と いう 。）

第７ 条第６ 項及び第７ 項に基づき 、 入所者への援助及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 た

だし 、 基準第２ 条に掲げる介護老人福祉施設に置く べき 従業者及び入

所者又はその家族が参加するも のに限る。 また、 退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっ ては、 必要に応じ 、 福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ と 。  

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、 施設及び設備並びに運営に関する 基準

（ 平成 11 年３ 月 31 日厚生省令第 40 号。 以下こ のニにおいて「 基準」

と いう 。） 第８ 条第６ 項に基づき 、 入所者への指導及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 た

だし 、 基準第２ 条に掲げる介護老人保健施設に置く べき 従業者及び入

所者又はその家族が参加するも のに限る。 また、 退所後に福祉用具の

貸与が見込まれる場合にあっ ては、 必要に応じ 、 福祉用具専門相談員

や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するこ と 。  

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準（ 平成 30

年１ 月 18 日厚生労働省令第５ 号。 以下こ のホにおいて「 基準」 と い

う 。） 第 12 条第６ 項に基づき 、 入所者への指導及び居宅介護支援事業

者に対する 情報提供等を 行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 ただ

し 、 基準第４ 条に掲げる介護医療院に置く べき 従業者及び入所者又は

その家族が参加するも のに限る。 また、 退所後に福祉用具の貸与が見

込まれる場合にあっ ては、 必要に応じ 、 福祉用具専門相談員や居宅サ

ービスを提供する作業療法士等が参加するこ と 。  

ヘ 介護療養型医療施設（ 平成 35 年度末までに限る。）  

健康保険法等の一部を改正する法律（ 平成 18 年法律第 83 号） 附則

第 130 条の２ 第１ 項の規定により なおその効力を有するも のと さ れた

指定介護療養型医療施設の人員、 設備及び運営に関する基準（ 平成 11

年厚生省令第 41 号。 以下こ のヘにおいて「 基準」 と いう 。） 第９ 条第

 

 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び運営に関する基準（ 平成 11

年３ 月 31 日厚生省令第 39 号。 以下こ のハにおいて「 基準」 と いう 。）

第７ 条第６ 項及び第７ 項に基づき、 入所者への援助及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 た

だし 、 基準第２ 条に掲げる介護老人福祉施設に置く べき 従業者及び入

所者又はその家族が参加するも のに限る。  

 

 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、 施設及び設備並びに運営に関する 基準

（ 平成 11 年３ 月 31 日厚生省令第 40 号。 以下こ のニにおいて「 基準」

と いう 。） 第８ 条第６ 項に基づき 、 入所者への指導及び居宅介護支援

事業者に対する情報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 た

だし 、 基準第２ 条に掲げる介護老人保健施設に置く べき 従業者及び入

所者又はその家族が参加するも のに限る。  

 

 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、 施設及び設備並びに運営に関する基準（ 平成 30

年１ 月 18 日厚生労働省令第５ 号。 以下こ のホにおいて「 基準」 と い

う 。） 第 12 条第６ 項に基づき 、 入所者への指導及び居宅介護支援事業

者に対する 情報提供等を 行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 ただ

し 、 基準第４ 条に掲げる介護医療院に置く べき 従業者及び入所者又は

その家族が参加するも のに限る。  

 

 

ヘ 介護療養型医療施設（ 平成 35 年度末までに限る。）  

健康保険法等の一部を改正する法律（ 平成 18 年法律第 83 号） 附則

第 130 条の２ 第１ 項の規定により なおその効力を有するも のと さ れた

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（ 平成 11

年厚生省令第 41 号。 以下こ のヘにおいて「 基準」 と いう 。） 第９ 条第
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５ 項に基づき 、 患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 ただし 、 基準第２ 条

に掲げる 介護療養型医療施設に置く べき 従業者及び患者又はその家

族が参加するも のに限る。 また、 退院後に福祉用具の貸与が見込まれ

る場合にあっ ては、 必要に応じ 、 福祉用具専門相談員や居宅サービス

を提供する作業療法士等が参加するこ と 。  

②～④ （ 略）  

５ 項に基づき 、 患者に対する指導及び居宅介護支援事業者に対する情

報提供等を行う にあたり 実施さ れた場合の会議。 ただし 、 基準第２ 条

に掲げる 介護療養型医療施設に置く べき 従業者及び患者又はその家

族が参加するも のに限る。  

 

 

②～④ （ 略）  

（ 削る）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 削る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 通院時情報連携加算  

当該加算は、 利用者が医師の診察を受ける際に同席し 、 医師等に利用者の

心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、 医師等から 利用者に関す

る必要な情報提供を受けた上で、 居宅サービス計画等に記録し た場合に、 算

定を行う も のである。 なお、 同席にあたっ ては、 利用者の同意を得た上で、

医師等と 連携を行う こ と 。  

14 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について 

当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き 、

利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行う こ と により 、 当該利用

者の小規模多機能型居宅介護における 居宅サービ ス計画の作成に協力を 行

っ た場合に、 算定を行う も のである。 ただし 、 当該小規模多機能型居宅介護

事業所について６ 月以内に当該加算を算定し た利用者については、 算定する

こ と ができ ない。 また、 当該加算は、 利用者が小規模多機能型居宅介護の利

用を開始し た場合にのみ算定するこ と ができ るも のと する。  

15 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について 

当該加算は、 介護支援専門員が、 看護小規模多機能型居宅介護事業所に出

向き 、 利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行う こ と により 、 当

該利用者の看護小規模多機能型居宅介護における 居宅サービ ス計画の作成

に協力を行っ た場合に、 算定を行う も のである。 ただし 、 当該看護小規模多

機能型居宅介護事業所について６ 月以内に当該加算を 算定し た利用者につ

いては、 算定するこ と ができ ない。 また、 当該加算は、 利用者が看護小規模

多機能型居宅介護の利用を 開始し た場合にのみ算定する こ と ができ る も の

と する。  

（ 新設）  

16・ 17 （ 略）  16・ 17 （ 略）  

 

（ 表略）  

別紙様式１  

 

（ 表略）  

（ 新設）  
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別紙様式２  

別紙様式３  

（ 新設）  

（ 新設）  

 


